
 
 

改正 平成２９年１１月２２日 原規放発第 17112214 号 原子力規制委員会決定 

 

原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・中立性を確保す

るための要件等について（原規監発第 121105001 号）の一部を次のように改正する。 
 

平成２９年１１月２２日 
 
 

原子力規制委員会 
 
 

原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・中立

性を確保するための要件等についての一部改正について 

 
 原子力規制委員会は、原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての

透明性・中立性を確保するための要件等についてを別添新旧対照表のように改める。 
 
 

附 則 
この規程は、平成２９年１１月２２日から施行する。この規程による改正後の「原子力

規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たっての透明性・中立性を確保する

ための要件等について」は、施行日後に行う委員等の任命及びこれに係る自己申告から適

用し、また、この改正の施行の際現に任命されている委員等に係る自己申告については、

平成３０年度分から適用する。 



 
 

（別添） 
 

原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等について（原規監発第 121105001
号（平成 24 年 11 月 7 日原子力規制委員会決定）） 

（下線部分は改正部分） 
改正後 改正前 

原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たっての透明

性・中立性を確保するための要件等について 

 

1. 目的 

 放射線審議会は､放射線の有害な影響から人と環境を守り､放射線障害防

止の技術的基準の斉一を図ることを目的として設置されるものであり､透明

性・中立性を保った審議を行う必要があることから、その委員及び専門委員

（以下「委員等」という。）の任命に当たっての要件等を定める。 

 

2. 放射線審議会の委員等の要件 

 

放射線審議会の委員等は、放射線障害防止に関して専門的知識及び経験並

びに高い見識を有する者とし、候補者の選定に当たっては、以下を欠格要件

とする。ただし、特別な事項を調査審議等するに当たって必要となる特定の

専門分野の学識経験を有する者が限られる場合など、委員の候補者の選定に

当たって相当の事由があると原子力規制委員会が認め、又は専門委員の候補

者の選定に当たって相当の事由があると原子力規制委員会委員長が認める

ものについては、この限りではない。 

なお、この場合については、その事由を公表する。 

 

原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・中

立性を確保するための要件等について 

 

1. 目的 

 放射線審議会は､放射線の有害な影響から人と環境を守り､放射線障害防

止の技術的基準の斉一を図ることを目的として設置されるものであり､透明

性・中立性を保った審議を行う必要があることから、その委員の任命にあた

っての要件等を定める。 

 

2. 放射線審議会委員の要件 

 

放射線審議会委員は、放射線障害防止に関して専門的知識及び経験並びに

高い見識を有する者とし、候補者の選定にあたっては、以下を欠格要件とす

る。 

 

 

 

 

 

 



 
 

① 原子力事業者（原子力に係る加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を

行い、又は発電用原子炉を設置する者（独立行政法人、大学、公益社団

法人及び公益財団法人を除く。）をいう。以下同じ。）の役員又は従業者

である者 

 

② 原子力事業者の子会社の役員又は従業者である者 

 

③ 原子力事業者の団体（電気事業連合会、一般財団法人電力中央研究所及

び一般社団法人日本原子力産業協会をいう。）の役員又は従業者である

者 

 

④ 原子力事業者と経済的に強いつながりが認められる原子炉設備メーカ

ー（株式会社東芝、株式会社日立製作所及び三菱重工業株式会社をい

う。）の役員又は従業者である者 

 

⑤ 任命前の 3年間（3.の自己申告日の属する年度の前の 3年度及び当該申

告年度の申告日までの期間をいう。以下同じ。）に、①から④までのい

ずれかであった者（非常勤かつ無報酬であった者を除く。） 

 

（削る） 

 

 

3. 自己申告を求め、任命に際して情報公開する事項 

 

 放射線審議会の委員等として任命するときは、当該候補者に別添1に従い、

2.の欠格要件に該当しないこと及び次に掲げる事項について自己申告を求

① 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年律第 156 号）第２条第三号で規

定される原子力事業者又はその団体（以下「原災法対象事業者等」とい

う。）の役員又は従業者である者 

 

 

② 任命前直近 3年間に、原災法対象事業者等の役員又は従業者であった者 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

※ 「役員又は従業者」には、研究等を主たる業務とし、当該原子力事業の

運営又は管理に直接関与しない者は含まない。 

 

3. 自己申告を求め、任命に際して情報公開する事項 

 

 放射線審議会委員として任命するときは、当該候補者に別添 1に従い、2.

の欠格要件に該当しないこと及び次に掲げる事項について自己申告を求め、



 
 

め、その任命後、その情報を公開する。当該任命された者が次年度以降も引

き続き在任するときも、同様とする。 

 

① 任命前の3年間において、同一の原子力事業者等（2.①の「原子力事業

者」、②の「子会社」、③の「団体」及び④の「原子炉設備メーカー」

をいう。以下同じ。）から1年度あたり50万円以上の報酬等を受領して

いる場合は、その旨及びその支払者 

 

② 任命前の3年間において、個人の研究又は所属する研究室等に対し、原

子力事業者等から寄附等を受けている場合は、その旨並びにその提供者

及び金額 

 

（削る） 

 

 

 

 

（別添１） 

 

原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たっての透明

性・中立性の確保に関する自己申告書 

申告日：    年  月  日 

 

（略） 

 

「原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たっての透

その任命後、その情報を公開する。 

 

 

・任命前直近 3 年間に、同一の原災法対象事業者等からの、個人として、1

年度あたり 50万円以上の報酬等の受領の有無について 

 

 

 

・任命前直近 3年間に、個人の研究及び所属する研究室等に対する原災法対

象事業者等からの寄附等の有無について（その提供者及び金額も記載のこ

と。） 

 

4. 自己申告情報の申告対象期間 

原則、申告日の前年度の3月31日を起算日として3年前から申告日までを自

己申告の対象期間とする。 

 

 

（別添１） 

 

原子力規制委員会が、放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・

中立性の確保に関する自己申告書 

申告日：平成  年  月  日 

 

（略） 

 

「原子力規制委員会が放射線審議会委員の任命を行うにあたっての透明性・



 
 

明性・中立性を確保するための要件等について」に基づく自己申告について 

 

＜欠格要件について＞ 

□ 「原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たって

の透明性・中立性を確保するための要件等について」の 2.①から⑤まで

のいずれにも該当しません。 

 

＜報酬等の受領の有無等について＞ 

□（Ａ） 「原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当

たっての透明性・中立性を確保するための要件等について」の 3.

①及び②のいずれにも該当しません。 

 

□（Ｂ） 「原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当

たっての透明性・中立性を確保するための要件等について」の 3.

①又は②のいずれかに該当します。 

 

（備考） 

1. 上記の該当する□にチェックしてください。 
 
2. （Ｂ）に該当する場合には、様式１に従って該当する項目にその内容を

記入の上、提出してください。 
 
3. 申告日時点で（Ｂ）に該当しない場合でも、本自己申告日以降に（Ｂ）

に該当することになった場合には、その時点で改めて自己申告書及び様

式１を記入の上、提出してください。 
 

中立性を確保するための要件等について」に基づく自己申告について 

 

（新設） 

私の原子力分野における活動は「原子力規制委員会が放射線審議会委員の

任命を行うにあたっての透明性・中立性を確保するための要件等について」

の 2.①及び②に該当しないことを申告します。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

（新設） 

 

1. 様式１についてもご記入の上、提出ください。 

 

 

（新設） 

 

 

 



 
 

4. 任命後、自己申告書及び様式１に記載された情報（3 により追加提出さ

れたものを含む。）は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成 11 年法律第 42 号。以下「情報公開法」という。）の不開示要件に該

当するものを除き、公開の対象とします。 
 
5. なお、自己申告書及び様式１については、年度ごとに提出をお願いしま

す。 
 

 

（様式１） 

 

申告日：   年 月 日 

 

原子力事業者等からの報酬等に関する申告 

 

 

① 任命前の 3 年間※1 における同一の原子力事業者等※2 からの１年度あ

たり 50 万円以上の報酬等※3の受領の有無について 

 

該当の有無 
原子力事業

者等の名称 
提供年度 

□有 

□無 

    年度 

 

 

※1：「任命前の 3 年間」とは、自己申告日の属する年度の前の 3 年度及び

2. 様式１に記載された事項は公開の対象とします。原災法対象事業者等と

の契約等により、非公開とされている情報が含まれる場合には、あらか

じめその事項について申告をお願いします。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（様式１） 

 

申告日：平成 年 月 日 

 

原災法対象事業者等に関係する活動概要等 

 

 

１ 任命前直近３年間における同一の原災法対象事業者等からの、個人とし

て、１年度あたり 50 万円以上の報酬等の受領の有無について 

 

該当の有無 

原災法対象

事業者等の

名称 

提供年度 

□有 

□無 

 平成 年度 

 

（新設） 



 
 

当該申告年度の申告日までの期間をいいます。 

※2：「原子力事業者等」とは、「原子力規制委員会が放射線審議会の委員

等の任命を行うに当たっての透明性・中立性を確保するための要件等

について」の 2.①の「原子力事業者」、②の「子会社」、③の「団体」

及び④の「原子炉設備メーカー」をいいます。 

※3：「報酬等」には、名目の如何を問わず、同一の原子力事業者等から個

人が受領する講演、原稿の執筆、技術支援及び外部有識者会議への参

加等により得られる報酬などが含まれます。 

 

②－1 任命前の 3 年間における個人の研究又は所属する研究室等に対する

原子力事業者等からの寄附※4の有無について 

 

該当の有

無 

原子力事

業者等の

名称 

提供年度 
研究テー

マ名※5 
使途 金額 

□有 

□無 

    年

度 

   

 

（削る） 

 

 

②－2 任命前の 3 年間における個人の研究又は所属する研究室等に対する

原子力事業者等からの委託・請負事業、又は原子力事業者等との共同研究

※6 の有無について 

 

該当の 原子力 実施年 契約形 研究テ 使途 金額 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

２ 任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する

原災法対象事業者等からの寄附の有無について 

 

該当の有

無 

原災法対

象事業者

等の名称 

提供年度 
研究テー

マ名 
使途 金額 

□有 

□無 

 平成 年

度 

   

 

※申告者以外の研究室等所属者個人の研究充ての奨学寄付金は対象外で

す。 

 

３ 任命前直近３年間における個人の研究及び所属する研究室等に対する原

災法対象事業者等からの委託・請負事業、共同研究の有無について 

 

 

該当の 原災法 実施年 契約形 研究テ 使途 金額 



 
 

有無 事業者

等の名

称 

度 態 ーマ名

※5 

□有 

□無 

 

    

年度 

□委

託・請

負 

□共同

研究 

   

 

※4：「個人の研究又は所属する研究室等に対する原子力事業者等からの寄

附」には、研究室等に所属する他の研究員宛ての奨学寄附金は含まれ

ません。  

 

※5：「研究テーマ名」について情報公開法上の不開示要件に該当すること

から不開示を希望する場合は、その理由を申告してください。その場

合は、当該理由を公表します。 

 

※6：「個人の研究又は所属する研究室等に対する原子力事業者等からの委

託・請負事業、又は原子力事業者等との共同研究」に係る金額には、

申告者が研究代表者等として行う研究費について、原子力事業者等以

外の機関等を経由して間接的に得る研究費も含みます。なお、国の研

究の一部として行われる研究事業は含まれません。 

 

（略） 
 

有無 対象事

業者等

の名称 

度 態 ーマ名 

□有 

□無 

 

 平成 

年度 

□委

託・請

負 

□共同

研究 

   

 

（移動） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

※国の研究の一部として行われる研究事業は対象外です。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 


